
　
沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、
ス
マ
ー
ト
農

業
技
術
活
用
促
進
法
に
基
づ
き
、
農
業
者

か
ら
申
請
の
あ
っ
た
生
産
方
式
革
新
実
施

計
画
に
つ
い
て
、
令
和
７
年
９
月
30
日
に

管
内
初
と
な
る
認
定
を
行
い
、
10
月
７
日

に
認
定
証
授
与
式
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
本
法
で
は
、
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
活

用
及
び
こ
れ
と
併
せ
て
行
う
農
産
物
の
新

た
な
生
産
の
方
式
の
導
入
に
関
す
る
計
画

を
認
定
し
、
認
定
を
受
け
た
農
業
者
等

は
、
金
融
・
税
制
等
の
特
例
措
置
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
今
回
認
定
を
受
け
た
計
画
は
、
申
請
者

が
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
農
業
生
産
法
人
株

式
会
社
野
原
フ
ァ
ー
ム
）
に
さ
と
う
き
び

の
植
付
け
や
株
出
管
理
作
業
等
を
委
託

し
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
自
動
操
舵
機
能

付
き
ト
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
請
負
作
業
の
効

率
化
を
図
る
と
と
も
に
、
申
請
者
に
お
い

て
機
械
の
作
業
効
率
を
高
め
る
た
め
の
枕

地
の
確
保
と
畝
間
の
拡
大
を
行
う
こ
と

で
、
生
産
性
の
向
上
を
目
指
す
取
組
と

な
っ
て
い
ま
す
。

※
「
枕
地
（
ま
く
ら
じ
）
」
と
は
農
地
で
機

械
が
旋
回
す
る
の
に
必
要
な
ス
ペ
ー
ス
の

こ
と
で
、
枕
地
の
確
保
に
よ
り
機
械
の
後

進
に
係
る
作
業
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

※
「
畝
間
（
う
ね
ま
）
」
と
は
農
地
で
作
物

を
栽
培
す
る
際
に
設
け
ら
れ
る
畝(

う
ね)

と
畝
の
間
の
ス
ペ
ー
ス
の
こ
と
で
、
機
械

の
作
業
幅
に
応
じ
た
畝
間
と
す
る
こ
と
で

作
物
を
傷
つ
け
ず
に
作
業
を
効
率
化
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

お
問
合
せ
先

　
農
林
水
産
部
　
生
産
振
興
課
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沖縄初！
スマート農業技術活用促進法に基づく
計画の認定証授与式を開催しました。

認定証授与

認定証授与

生産方式革新実施計画の概要 年９月 日認定

自動操舵機能付きトラクターによる請負作業の効率化と、機械の作業効率を高める枕地の確保及び
畝間の拡大で収益性アップ

経営上の課題 生産方式革新事業活動のイメージ
・沖縄県八重瀬町でさとうきび生産を行う申請者（30
戸）においては、高齢化や労働力不足により、さとうき
び作業の一部をサービス事業者に委託しているが、サー
ビス事業者の抱える委託農家が多く、今後も高齢化や
労働力不足が見込まれる中で、地域におけるさとうきび
経営の安定を図るには、作業効率の向上と生産性の
拡大が課題となっている。

・申請者がサービス事業者にさとうきびの植付けや株出
管理作業等を委託し、サービス事業者が自動操舵機
能付きトラクターによる請負作業の効率化を図るととも
に、申請者において機械の作業効率を高めるための枕
地の確保と畝間の拡大を行うことで、生産性の向上を
図る。

活用を計画している支援措置︓補助事業の優遇措置

新たな生産方式︓自動操舵機能付きトラクターの作業効率を
高めるための枕地の確保や畝間の拡大を通じた労働生産性の
更なる向上

活用するスマート農業技術︓自動操舵機能付きトラクター
対象品目︓さとうきび

促進事業者︓
【サービス事業者】農業生産法人株式会社野原ファーム

（沖縄県八重瀬町）

申請者︓
【代表者】野原伸也（沖縄県八重瀬町）

ほか 名（沖縄県八重瀬町）

さとうきびの植付けや株出
管理作業等の効率化

労働⽣産性の向上

【代表者】野原伸也

その他の申請者

【サービス事業者】
農業⽣産法⼈
株式会社

野原ファーム

⾃動操舵機能付き
トラクター

＋
枕地の確保、畝間の拡⼤

機械の作業効率の向上

作業委託

仕
事
の窓窓

No.4農林水産部

沖
縄
総
合
事
務
局
Ｈ
Ｐ

（
地
理
的
表
示
）

「沖縄黒糖」が地理的表示（GI）に
登録されました！

　
我
が
国
で
は
、
地
域
な
ら
で
は
の
自
然

的
、
人
文
的
、
社
会
的
な
要
因
・
環
境
の

中
で
長
年
育
ま
れ
て
き
た
品
質
、
社
会
的

評
価
等
の
特
性
を
有
す
る
産
品
の
名
称
を
、

地
域
の
知
的
財
産
と
し
て
保
護
す
る
た
め

に
地
理
的
表
示
法
が
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
度
、「
沖
縄
黒
糖
」（
沖
縄
県
）
が

地
理
的
表
示
法
に
基
づ
き
、
地
理
的
表
示

（
Ｇ
Ｉ
）
と
し
て
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

　
約
４
０
０
年
前
か
ら
製
造
さ
れ
て
い
る

本
産
品
は
、
沖
縄
県
の
基
幹
作
物
で
あ
る

サ
ト
ウ
キ
ビ
の
み
を
原
料
と
し
、
伝
統
料

理
や
伝
統
菓
子
に
欠
か
せ
な
い
調
味
料
や

お
茶
菓
子
と
し
て
日
常
的
に
食
さ
れ
る
な

ど
広
く
浸
透
し
、
沖
縄
の
食
文
化
に
深
く

根
付
い
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、Ｇ
Ｉ
産
品
と

し
て
国
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
な
お
、

「
沖
縄
黒
糖
」
は
沖
縄
県
内
で
は
５
つ
目
の

Ｇ
Ｉ
登
録
産
品
と
な
り
ま
す
。

　
沖
縄
黒
糖
は
、
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
う

ま
味
、
ミ
ネ
ラ
ル
等
の
成
分
を
有
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
ほ
の
か
な
苦
味
の
あ
る
独

特
の
深
い
味
わ
い
を
持
っ
て
お
り
、
お
茶

菓
子
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「
ラ
フ
テ
ー
」
や
「
サ
ー
タ
ー
ア
ン
ダ
ギ
ー
」

等
、
多
く
の
沖
縄
料
理
に
欠
か
せ
な
い
調

味
料
で
あ
り
、
料
理
の
味
に
深
み
と
コ
ク

を
出
し
、
菓
子
に
お
い
て
は
ロ
ー
ス
ト
感

の
あ
る
香
り
と
か
す
か
な
苦
味
の
あ
る
豊

か
な
風
味
を
加
え
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　
沖
縄
で
は
、今
回
Ｇ
Ｉ
登
録
さ
れ
た
「
沖

縄
黒
糖
」
の
ほ
か
、
ク
エ
ン
酸
を
多
く
含

む
「
琉
球
も
ろ
み
酢
」、大
玉
で
肉
厚
の
「
ぐ

し
ち
ゃ
ん
ピ
ー
マ
ン
」、
鮮
や
か
な
黄
色
の

「
中
城
島
に
ん
じ
ん
」、
伝
統
菓
子
の
「
ち

ん
す
こ
う
」
の
４
品
が
Ｇ
Ｉ
と
し
て
既
に

登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
Ｇ
Ｉ
登
録
団
体
の
構
成
員
は
「
登
録
さ

れ
た
産
品
の
名
称
（
地
理
的
表
示
）」
を
使

用
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
者
に
よ
る

地
理
的
表
示
や
類
似
等
表
示
の
使
用
は
、

原
則
規
制
さ
れ
ま
す
。

お
問
合
せ
先

　
農
林
水
産
部
　
食
料
産
業
課

　
☎
０
９
８ ‒ 

８
６
６ ‒ 

１
６
７
３

　

GI 登録された沖縄県黒砂糖協同組合の表敬訪問 ちんすこう 中城島にんじん

ぐしちゃんピーマン 琉球もろみ酢

沖縄黒糖

仕
事
の窓窓

No.5農林水産部

沖
縄
黒
糖
に
つ
い
て

沖
縄
の
Ｇ
Ｉ
登
録
産
品

産
品
の
名
称
（
地
理
的
表
示
）
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